
　

国
民
健
康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、介
護
保
険
料
は
申
請
に
よ
り
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と

思
わ
れ
る
方
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼

対
象
者（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
）

　

①�

世
帯
の
主
な
生
計
維
持
者（
以
下「
生

計
維
持
者
」と
い
う
）が「
死
亡
」ま
た

は「
重
篤
な
傷
病
」を
負
っ
た
場
合

　

②�

生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
※
1
の
減

少
が
見
込
ま
れ
、次
の
全
て
に
該
当

す
る
方

　
　

・�

生
計
維
持
者
の
令
和
2
年
中
の
事

業
収
入
等
が
、前
年
に
比
べ
て
10

分
の
3
以
上
減
少
す
る
見
込
み

　
　

・�

生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
以
外

の
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額
が

4
0
0
万
円
以
下

　
　

・�

生
計
維
持
者
の
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
1
，
0
0
0
万
円
以
下（
介

護
保
険
は
除
く
）

　

※
1�　
「
事
業
収
入
等
」と
は
、事
業
収

入
・
不
動
産
収
入
・
山
林
収
入
・
給
与

収
入
の
こ
と（
保
険
金
・
損
害
賠
償

金
な
ど
に
よ
る
補
て
ん
額
の
控
除

後
）。

▼

対
象
期
間　

令
和
元
年
度
お
よ
び
2
年

度
の
保
険
税（
料
）で
、納
期
限
が
令
和

2
年
2
月
～
令
和
3
年
3
月
の
も
の（
年

金
か
ら
の
天
引
き
の
場
合
は
、年
金
支

払
日
が
基
準
）

▼

減
免
額

　

①
に
該
当
す
る
場
合　

全
額
免
除

　

②
に
該
当
す
る
場
合

　
【
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】

　

・�

前
年
合
計
所
得
金
額
が
3
0
0
万
円

以
下
：
減
免
対
象
額
を
全
額
免
除
※
2

　

・�

前
年
合
計
所
得
金
額
が
3
0
0
万
円

超
：
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
減
免

対
象
額
を
20
～
80
％
減
額
※
2

　
【
介
護
保
険
】

　

・�

前
年
合
計
所
得
金
額
が
2
0
0
万
円

以
下
：
減
免
対
象
額
を
全
額
免
除
※
2

　

・�

前
年
合
計
所
得
金
額
が
2
0
0
万
円

超
：
減
免
対
象
額
を
80
％
減
額
※
2

　

※
2�　

合
計
所
得
金
額
に
占
め
る
事
業

収
入
等
の
割
合
を
か
け
た
金
額
に

つ
い
て
減
免

　

事
業
な
ど
の
廃
止
・
失
業
の
場
合
は
、合

計
所
得
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
減
免
対
象

額
を
全
額
免
除
と
な
り
ま
す
。

▼

受
付
期
間

　

７
月
中
旬
以
降［
保
険
税（
料
）決
定
通
知

書
の
到
着
以
降
］

問
・
国
民
健
康
保
険
税

　
　
（市）
税
務
課

　
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
（市）
医
療
保
険
課

　
・
介
護
保
険
料

　
　
（市）
介
護
保
険
課

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
事
業
な
ど
に
係
る
収
入
に
相
当
の

減
少
が
あ
っ
た
方
は
、1
年
間
、地
方
税
の

徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▼

対
象
と
な
る
地
方
税

　

�　

2
月
1
日
～
令
和
3
年
1
月
31
日
に

納
期
限
が
到
来
す
る
市
県
民
税
・
固
定

資
産
税
・
軽
自
動
車
税
な
ど
す
べ
て
の

税
目

▼

対
象
者　

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
納
税

者
・
特
別
徴
収
義
務
者

　

⑴�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、令
和
2
年
2
月
以
降
の
任
意
の

期
間（
1
か
月
以
上
）に
お
い
て
、事

業
な
ど
に
係
る
収
入
が
前
年
同
期
に

比
べ
て
概
ね
20
％
以
上
減
少
し
て
い

る
こ
と

　

⑵�

一
時
に
納
付
し
、ま
た
は
納
入
を
行

う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

▼

猶
予
期
間　

納
期
限
か
ら
最
大
1
年

▼

提
出
書
類

　

�　

徴
収
猶
予
申
請
書
、収
入
状
況
が
示

さ
れ
た
資
料
な
ど（
売
上
帳
、出
納
簿
、

通
帳
の
コ
ピ
ー
な
ど
）

▼

申
請
方
法

　

�　

各
納
期
限
ま
で
に
提
出
書
類
を
郵

送
、ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

・
（市）
税
務
課

・
（市）
債
権
管
理
課

　

次
の
項
目
に
お
い
て
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
事
業
な

ど
に
係
る
収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ
っ

た
方
は
、減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
適
用
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

▼

中
小
事
業
者
が
所
有
す
る
償
却
資
産

や
事
業
用
家
屋

　
�　

厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
中
小
事

業
者
に
対
し
て
、令
和
3
年
度
課
税
の

1
年
分
に
限
り
、償
却
資
産
や
事
業
用

家
屋
に
関
す
る
固
定
資
産
税
と
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
額
を
次
の
と
お

り
軽
減
し
ま
す
。

売
上
高
の
減
少
率
※

減
免
率

30
％
以
上
50
％
未
満

2
分
の
1

50
%
以
上

全
額

　

※�

2
月
～
10
月
ま
で
の
任
意
の
3
カ

月
間
と
、前
年
の
同
期
間
を
比
較

▼

生
産
性
革
命
の
実
現
に
向
け
た
固
定

資
産
税
の
特
例
措
置
の
拡
充
・
延
長

　

�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、新
規
に
設
備

投
資
を
行
う
中
小
企
業
を
支
援
す
る

た
め
に
、固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
の

適
用
対
象
に
一
定
の
事
業
用
家
屋
と

構
築
物
を
加
え
ま
す
。
ま
た
、生
産
性

向
上
特
別
措
置
法
の
改
正
を
前
提
に

適
用
期
限
を
2
年
間
延
長
し
ま
す
。

●

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
臨
時
的

軽
減
の
延
長

　

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
税
率
を

1
％
分
軽
減
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期

限
を
6
カ
月
間
延
長
し
、令
和
3
年
3
月

31
日
ま
で
に
取
得
し
た
も
の
を
対
象
と

し
ま
す
。

●

そ
の
他

　

個
人
住
民
税
で
は
、中
止
し
た
イ
ベ
ン

ト
に
対
す
る
払
い
戻
し
請
求
権
を
破
棄

し
た
方
に
寄
付
金
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
る
住
宅
建
設
の
遅
延
な
ど
へ
の

対
応
と
し
て
、住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用

要
件
を
緩
和
さ
せ
ま
す
。

問��

（市）
税
務
課

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
の
支

払
い
が
困
難
に
な
っ
た
方
に
つ
い
て
、次

の
と
お
り
支
払
い
猶
予（
延
長
）を
し
ま

す
。

▼

対
象
者

　

�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど

に
な
り
、上
下
水
道
料
金
の
支
払
い
が

困
難
に
な
っ
た
方

▼

猶
予
期
間

　

�　

4
月
以
降
の
支
払
期
限（
納
入
通
知

書
の
納
期
限
、ま
た
は
口
座
振
替
）か
ら

最
長
4
カ
月
。

▼

申
請
方
法

　

�　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
窓
口
に
あ
る
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
・�

申
請

三
木
市
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー

☎
8
2
ー
2
0
1
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
情
報

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

保
険
税（
料
）の
減
額
・
免
除

税
の
徴
収
猶
予

税
の
減
免

　

令
和
2
年
5
月
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
の
特
例
免
除

申
請
手
続
き
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
）

　
・�

令
和
2
年
2
月
以
降
に
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
。

　
・�

令
和
2
年
2
月
以
降
の
所
得
な
ど

の
状
況
か
ら
み
て
、
今
年
の
所
得

が
、現
行
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
基
準
相
当
に
な
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
。

▼
対
象
期
間

2
月
分
以
降
の
国
民
年
金
保
険
料

　
【
学
生
以
外
の
場
合
】

　
・�

2
月
分
か
ら
6
月
分
ま
で

　
（
7
月
以
降
は
改
め
て
申
請
が
必
要
）

　
【
学
生
の
場
合
】

　
・�

令
和
元
年
度
分
：
2
月
分
か
ら
3

月
分
ま
で

　
・�

令
和
2
年
度
分
：
4
月
分
か
ら
令

和
3
年
3
月
分
ま
で

　

詳
し
く
は
、日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止

の
た
め
、郵
送
で
の
申
請
を
活
用
し
て
く

だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0
ー
0
5
ー
1
1
6
5

　

　


https://w

w
w
.nenkin.go.jp/

三
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り

国
税
の
申
告
な
ど
が
難

し
い
方
へ

●
期
限
ま
で
の
申
告
が
難
し
い
方

　

�　

申
告
期
限
を
延
長
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
は
柔
軟

に
対
応
し
ま
す
。
申
告
期
限
前
だ
け
で

な
く
、期
限
を
過
ぎ
た
後
で
も「
延
長
の

申
請
」が
可
能
で
す
。

●
資
金
繰
り
で
納
付
が
難
し
い
方

　

�　

申
請
に
よ
り
納
税
を
猶
予
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
納
税
が
猶
予
さ
れ
る
と
、

延
滞
税
が
軽
減
や
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
・�

三
木
税
務
署

☎
8
2
ー
0
5
0
1

　

・�

大
阪
国
税
局
猶
予
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
ー
5
2
7
ー
3
6
3

上
下
水
道
料
金
の
猶
予

▲ホームページは
こちら

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

健
　
　
康

相
　
　
談

人
権
の
目

募
　
　
集

教
室
・
講
座

子
育
て

催
　
　
し

施
　
　
設

みっきぃナビ

67 三木市役所 ・ 〒673－0492 上の丸町10-30 ・ ☎82－2000 広 報 み き 2020.7


